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新学期以降の学校教育活動における新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 平素は、本市の教育活動にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。 

 新学期以降の学校教育活動における新型コロナウイルス感染症対策について、文部科学省の通知を受

け奈良県教育委員会事務局より新しいガイドラインが示されました。 

 これを受け、本市におきましても『新型コロナウイルス感染症にかかる学校教育活動に関するガイド

ライン』を見直しました。新学期以降の学校教育活動における主な対応は下記のとおりとなりますので、

お知らせします。 

保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。 

 

記 

 

○学校教育活動においては、児童生徒等及び教職員に対して、マスクの着用を求めないことが基本とな

ります。ただし、校外学習等において、混雑した電車やバスを利用する場合や、医療機関や高齢者施設

等を訪問する場合などは、児童生徒等及び教職員についても、マスクの着用を求める場合があります。 

 

○授業等における具体的な活動場所や使用する施設の状況等を踏まえた上で、児童生徒等の間隔を可能

な限りとり、座席間にも触れ合わない程度の距離を確保します。また、密閉を回避するために、気候上

可能な限り常時換気を行います。 

 

○外から教室に入るときやトイレの後、食事の前後など、こまめに手を洗うように指導します。手を拭く

タオルやハンカチ等は個人持ちとして、共有はしないようにします。 

 

○各家庭におかれましては、引き続き、毎朝の検温や風邪症状の有無等の確認を行っていただき、発熱や

咽頭痛、咳等の症状があり、普段と体調が異なる場合には登校を控え、かかりつけ医等を受診するよう

にしてください。 

 

○新型コロナウイルス感染症に感染した場合の対応は従来通りとなりますので、学校へ詳細をお伝えく

ださい。 

 

※地域や学校の感染状況によっては、マスクの着用等、感染症拡大防止の対応を求める場合もあります

のでご了承ください。詳細につきましては、本市 HPでご確認ください。 


